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証
明
書
」
も
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
有

田
川
町
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

有
田
川
町
に
選
挙
権
が
あ
る
人
の
う
ち
、
次
の

よ
う
な
場
合
に
不
在
者
投
票
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

・
仕
事
や
学
業
な
ど
で
一
時
的
に
遠
隔
地
に
滞
在
し

て
い
る
人

→
投
票
用
紙
を
取
り
寄
せ
、
滞
在
地
で
投
票

・
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
施
設

（
指
定
病
院
・
指
定
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
）
に
入
院
・

入
所
中
の
人

→
そ
の
施
設
内
で
投
票

不
在
者
投
票
を
行
う
に
は
、
投
票
用
紙
の
請
求

が
必
要
で
す
。
お
早
め
に
、
有
田
川
町
選
挙
管
理

委
員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

●
引
き
続
き
証
明
書
と
は

県
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
県
外
に
転
出
し

た
人
に
は
、
い
ず
れ
も
選
挙
権
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
県
内
の
他
の
市
町
村
に
転
出
し
た
場
合
、

引
き
続
い
て
現
在
も
和
歌
山
県
内
に
住
所
が
あ
る

こ
と
の
確
認
を
し
た
上
で
、
旧
住
所
地
で
の
投
票

や
新
住
所
地
で
の
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

そ
の
確
認
を
す
る
た
め
の
証
明
書
を
「
引
き
続

き
証
明
書
（
引
き
続
き
県
内
に
住
所
を
有
す
る
証

明
書
）」
と
い
い
ま
す
。
証
明
書
の
申
請
お
よ
び
交

付
は
、
い
ず
れ
の
市
町
村
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
。

期
日
前
投
票

投
票
日
当
日
、
仕
事
や
冠
婚
葬
祭
、
レ
ジ
ャ
ー

な
ど
で
投
票
で
き
な
い
方
は
、
期
日
前
投
票
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
有
田
川
町
の
選
挙
権
の
あ
る
方

は
、
ど
の
期
日
前
投
票
所
で
も
投
票
で
き
ま
す
。

投
票
所
入
場
券
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
３
月
30
日
（
土
）
～
４
月
６
日
（
土
）

の
う
ち
、
８
時
30
分
～
20
時

●
場
所
／
吉
備
庁
舎
・
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー
・

清
水
行
政
局

ま
た
次
の
日
時
・
場
所
で
も
期
日
前
投
票
を
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

・
４
月
３
日
（
水
）
８
時
30
分
～
17
時

　

安
諦
地
区
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー

・
４
月
５
日
（
金
）
８
時
30
分
～
17
時

　

城
山
出
張
所

ま
た
、
投
票
車
が
巡
回
す
る
「
移
動
期
日
前
投

票
所
」
を
設
け
ま
す
。
場
所
と
時
間
に
つ
い
て
は

表
の
と
お
り
で
す
。

※注意１　選挙権は旧住所地にあり、有田川町にありません。有田川町で投票をする場合は「不
在者投票」のみ行うことができます（事前に旧住所地に投票用紙が郵送請求する必要があります）。
※注意２　投票の際には、最寄りの市町村が発行する「引き続き証明書（引き続き県内に住所を
有する証明書）」を掲示することにより、旧住所地で投票することができます。

期日前投票所であるため、選挙権のある人はどなたでも投票
ができます。
投票の方法は、他の期日前投票所と同じです。投票所入場券
をお持ちください。

窓口での転入届け出日
投票場所・選挙権の有無

新住所地 旧住所地 投票できない
県外からの転入者 

（他の都道府県から 
　有田川町に住民票を移した人）

平成 30 年 12 月 28 日以前に転入 〇

平成 30 年 12 月 29 日以降に転入 〇

県内市町村からの転入 
（和歌山県内の他市町村から 
　有田川町に住民票を移した人）

平成 30 年 12 月 28 日以前に転入 〇

平成 30 年 12 月 29 日以降に転入 ※注意１ 〇※注意２

転入・転出のケース別　投票場所・選挙権の有無

転入・転出のケース別　投票場所・選挙権の有無
投票所名 住所 設置日時

金屋 宇井苔へき地集会所 宇井苔 216-1 4 月 6 日（土）8 時～ 9 時 30 分

谷地区集会所 谷 262-2 4 月 6 日（土）11 時～ 12 時 30 分

生石地区集会所 生石 41 4 月 6 日（土）15 時 30 分～ 17 時

清水 清水公民館上湯川分館 上湯川 426-1 4 月 6 日（土）10 時 30 分～ 12 時

遠井区山
さん

椒
しょう

集荷場 遠井 443 4 月 6 日（土）15 時～ 16 時 30 分


